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分科会「堺市地域間幹線系統確保維持会議」
の設置について
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令和7年事業年度補助対象バス系統

補助対象バス系統（系統図は右図参照）
①美木多線
②天野山線
③北野田多治井線
④北野田線（多治井系統）
⑤北野田線（さつき野系統）
⑥北野田線（富田林系統）

※市域を跨る補助対象バス系統については、本協議会から

堺市内運行分を申請し、他市内運行分については、基本

的には当該市から申請します。

（但し大阪狭山市内運行分は堺市で申請）
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分科会「堺市地域間幹線系統確保維持会議」について

構成
会 ⾧ 堺市建築都市局交通部公共交通担当課⾧

委 員 大阪狭山市から選出された者

南海バス株式会社から選出された者

近鉄バス株式会社から選出された者

国土交通省近畿運輸局大阪運輸支局から選出された者

設置目的
• 地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、地域間交通ネットワークを形成

する地域間幹線系統の運行の支援に必要となる事項の協議を行うことを目的に設置

協議事項
• 国の地域間幹線系統確保維持改善事業に関する事項

（地域間幹線系統確保維持計画の策定について、地域間幹線系統確保維持計画の事業評価について）

• 幹線会議の運営方法

• その他幹線会議が必要と認める事項
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分科会「堺市地域間幹線系統確保維持会議」の位置づけ

＜法定協議会＞

＜分科会＞

堺市地域公共交通活性化協議会

堺市地域公共交通会議 堺市地域間幹線系統
確保維持会議

＜分科会＞

・地域の実情に応じた適切な乗合旅客
運送の態様等に関して協議
・構成
会 ⾧ 波床 正敏
副会⾧ 堺市建築都市局⾧
委 員 バス事業者、バス・タクシー協会、

市民委員など

・国の地域間幹線系統確保維持
改善事業に関して協議
・構成
会 ⾧ 堺市公共交通担当課⾧
委 員 大阪狭山市、南海バス、

近鉄バス、大阪運輸支局

・地域の実情に即した輸送サービスの実現に
必要となる事項を協議
・構成
会 ⾧ 波床 正敏
副会⾧ 堺市建築都市局⾧
委 員 公共交通事業者、学識経験者

住民又は地域公共交通の利用者など
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